
 

 

 

 

 

 

令和８年第２回（２月招集） 

袖ケ浦市議会定例会議員発議案 
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袖ケ浦市議会 



目      次 

 

 

議案番号 付 議 事 件 名                           頁 数 

発 議 案 

第 １ 号 

袖ケ浦市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
３ 

 



－３－ 

袖ケ浦市議会委員会条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及び所管） （常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及び所管） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 ２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 文教福祉常任委員会 ７人 (2) 文教福祉常任委員会 ７人 

市民生活部の所管に属する事項  市民子育て部の所管に属する事項 

健康こども部の所管に属する事項  

福祉部の所管に属する事項 福祉部の所管に属する事項 

教育委員会の所管に属する事項 教育委員会の所管に属する事項 

(3) （略） (3) （略） 

 


